
制定 平成 27 年 5 月 24 日  改定 令和 3 年 10 月 1 日 

財団法人自治総合センターコミュニティ助成による物品管理規定 

略称「木津町区物品管理規定（宝くじ）」 
 

【目  的】 
第 1 条 この規定は、木津町区及び木津町区自主防災会（以下、本会という。）が管理する財団法

人自治総合センターコミュニティ助成事業による物品の使用と保管について定める。 
【助成事業物品】 
第 2 条 助成事業による物品は木津町区地域長、自主防災会会長の管理のもとに、本会が使用す

ることとするが、区長及び会長もしくは本会役員会の承認をもって本会以外の団体も使

用できることとする。 
【備品台帳】 
第 3 条 助成事業による本会の物品は、備品台帳を作成し地域長及び会長が管理する。また、毎

年行う会計監査において在庫の確認を行う。 
【財団法人自治総合センターへの協力】 
第 4 条 助成事業による物品については、助成制度の趣旨を理解して使用し、財団法人自治総合

センターが行う地方自治の振興及び住民福祉の増進への活動や宝くじの普及広報に関

する活動へ協力することとする。 
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